
 公共工事における県産木材・木製品の利用促進について（通知）
技術基準の種類:設計・施工
通知日　　　　:平成13年６月21日

                                                       管     号     外
                                                       平成13年６月21日

 
建 築 課 長              

日野総合事務所県土整備局長 

各 土 木 事 務 所 長              

鳥 取 港 湾 事 務 所 長              

姫路鳥取線用地事務所長              

様 

                                                       土　木　部　長
                                                        （公印省略）

                                                       
      公共工事における県産木材・木製品の利用促進について（通知）

  

　　    このことについては、これまでも地産地消及び環境保全の観点から取り組んでいるところですが、依然として県産木
材・木製品の利用率は低い状況にあります。
　木材利用の推進は、林業・木材産業や山村地域の活性化、地球温暖化防止などの環境問題への対応や森林整備を通じ
た国土保全等の観点から重要なことであり、県全体で利用促進に取り組む必要があります。
　このことを踏まえ、今後土木部が発注する公共工事においては、可能な限り県産木材・木製品を利用することとした
ので通知します。
　ついては、今年度発注予定工事のうち県産木材・木製品の利用の可能性がある工事について、下記により提出して下
さい。

     記

１　提出資料　　別添調査票（メールにて送付します。）
２　提出期限　　平成13年６月28日（木）

（連絡先）管理課企画技術室　前田（内線）7410

県産木材・木製品利用促進調査票（平成13年度）

※　工期について、未発注分は発注予定時期を記入し、（予定）と明記のこと。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県産木材・木製品利用促進調査票（平成13年度）
（作成例）

※　工期について、未発注分は発注予定時期を記入し、（予定）と明記のこと。


